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第１ はじめに

・ 本市では、熊本市第７次総合計画において「生涯を通して健やかで、い

きいきと暮らせる保健・福祉の充実」を掲げ、「健康くまもと２１基本計

画」に基づき、健康づくり活動の支援、健康に関する情報提供、健康教

育、更には相談事業や各種健康診査のほか、乳幼児期から高齢期までの

健康を保持増進するために、各世代に応じた健康的な生活習慣の実践を

支援しています。

・ このような中、若い世代からの生活習慣病対策に重点を置いた取り組み

として、市民との協働により、平成 年度から生活習慣病改善モデル事

業を実施してきました。

・ その結果、住民意識が高まり、地域の中に健康づくり組織ができたほか、

減塩食の勉強会など健康の視点が盛り込まれた地域の催しが開催される

など、校区全体での健康づくり活動につながっています。

・ 「健康づくり」は、一般的には、個人の意識に拠るところが大きいもの

と考えられています。しかしながら、個人の健康づくりを実践、継続し

ていくためには、人と人とのつながりを強め、お互いに支えあい、地域

の健康課題を考える場などの環境整備も必要であり、これには地域活動

の拡がりや、各種団体の活性化につながる「まちづくりの要素」が多く

含まれています。

・ そこで、市民一人ひとりの心身の健康は、地域の活力の源との考えから、

市民との協働による健康づくりをテーマとしたまちづくり（以下「健康

まちづくり」）に全市、全庁的に取り組むこととし、まちづくりの拠点で

ある区役所を中心に、小学校区ごとに、地域の個性や特性等を活かし、

地域イベント等に健康の視点を取り入れるなど、誰もが楽しみながら、

積極的に参加できる取り組みを市民と協働で企画するなど、地域のコミ

ュニティづくりと一体となった事業の展開を行います。

・ 今回の「熊本市健康まちづくり活動方針」（以下「活動方針」）は、小学

校区単位での健康まちづくりを推進していくうえで必要な各区の特性や、

地域活動団体の状況等を明らかにするとともに、これらを踏まえた区の

目標や成果指標、区の推進体制などの基本的な事項をまとめたものです。

・ 各区においては、この「活動方針」に基づき校区自治協議会等の各種団

体等を通じ、地域の健康課題等を住民と共有し、改善に必要な計画づく

りや活動等を協働し、校区単位の健康まちづくりを進めてまいります。
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第２ 活動方針が目指すもの

１ 基本的な考え方

（１） 区ごとの推進

政令指定都市ビジョンに掲げる「日本一暮らしやすい政令市くまもと」の

実現を目指し、誰もが住み慣れた地域で、健康で暮らし続けることのできる

まちづくりに、地域の特色にあった手法で取り組むこととし、そのための活

動方針（以下「活動方針」）を区ごとに定めるとともに、区役所内の関係課が

協力して取り組む体制を整備します。

（２） 小学校単位での活動展開

これまでのモデル事業をベースとしながら、農水産業が盛んな地域や子育

て世代が多い地域など、その校区の個性や特性を住民と共有しながら、住民

と協働による健康まちづくりの取り組みを展開します。

（３） マネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）の考えに基づく進行管理

各区及び各校区において、「地域の実態分析」→「活動の計画」→「実施」

→「評価」の過程を住民と協働で進め、その過程の繰り返しによる自律的な

活動の仕組みを確立します。

（４） 全庁的推進

各区における取り組みを全市的、全庁的に推進するために、区役所、本庁

関係課による組織を設置するとともに、推進会議において進行管理を行いま

す。

２ 目標

○ 成果指標

① 健やかにいきいきと暮らしていると感じる市民の割合

５７．８％（Ｈ２３） ⇒ ６５％（Ｈ３４）

② 自ら健康づくりに取り組んでいる市民の割合

６７．６％（Ｈ２３） ⇒ ８２％（Ｈ３４）

※両指標は健康くまもと 推進基本計画、第 次総合計画・実施計画の成果指標に準じる

全ての市民が生涯を通して、住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちを

市民と協働でつくる。

 
 

３ 期間

この取り組みは、第７次総合計画との整合性を図る観点から、平成２４年

度から平成３４年度までの１１年間とします。

ただし、区の取り組み状況等に応じて、必要な見直しを適宜行います。

４ 推進体制及び進行管理

（１） 区プロジェクトチームの設置

住民と協働し、健康まちづくりのための取り組み等を展開するために、区

役所関係課により構成するチームを設置します。

（２） 健康まちづくり推進会議の設置

区役所、本庁関係課等による推進会議を設置し、課題整理や情報の共有化

等を図ります。

また、健康まちづくりの取り組み状況は、全ての局及び区役所の事務事業

に影響があることから、推進会議へ報告し、情報を共有化するとともに、全

庁的な進行管理を行います。
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